
令和８年度イーストとくしまインバウンド受入環境整備事業助成金交付要綱 

 

（目的）  

第１条 一般社団法人イーストとくしま観光推進機構（以下、「機構」という。）では、こ

の要綱の定めるところにより、徳島県東部圏域１５市町村（徳島市・鳴門市・小松島

市・吉野川市・阿波市・勝浦町・上勝町・佐那河内村・石井町・神山町・松茂町・北

島町・藍住町・板野町・上板町、以下、「域内」という。）内の観光関連事業者が行う

外国人観光客の受入環境の面的な整備を推進し、域内の観光振興を図るため、予算の

範囲内において、イーストとくしま観光推進機構インバウンド受入環境整備事業助成

金（以下「助成金」という。）を交付する。  

 

（助成対象者）  

第２条 この助成金の交付対象となる者は、域内において、次の各号に掲げる事業を営ん

でいる事業者又は団体とする。 

(1) 宿泊事業者  

旅館業法の許可を受け宿泊業を営む者 

(2) 飲食事業者 

 食品衛生法の許可を受けもしくは喫茶店の営業許可を取得し、飲食業を営む者  

(3) 交通事業者 

道路運送法により鉄道、バス、タクシー、レンタカー業等を営む者  

(4) 商業施設事業者 

地域性を活かした外国人観光客向けの土産物等の製造や販売場を運営する者 

(5) 観光事業者 

域内の観光資源を活用し、見学、体験等による観光客の受入れを行う者 

 

（助成内容）  

第３条 助成金の対象となる事業の内容は、次のとおりとする。  

(1) 施設等の案内表示や誘導表示、利用方法や展示品等の説明書きの多言語表記の整備 

(2) パンフレットやホームページ等の多言語表記の整備 

(3) 商品メニュー等の多言語表記の整備 

(4) 多言語翻訳機器の導入 

(5) 施設等で使用できる無料公衆無線 LAN（Wi-Fi）利用環境の整備  

(6) 施設等におけるキャッシュレス決済システムの整備 

(7) スーツケース等の荷物置場を整備するための改修 

(8) その他域内における外国人観光客の受入環境の整備に資する取組み 

 

 

 



（助成対象経費）  

第４条 助成金の交付の対象となる経費（以下「助成対象経費」という。）は、別表に規

定するとおりとする。 

（助成金額）  

第５条 助成金の額は、助成対象経費の 2 分の 1以内の額（当該相当する額に 100 円未満

の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額）とし、上限額を 100,000 円とする。 

 

（助成の申請期間等）  

第６条 助成の申請期間等は次のとおりとする。  

申請期間 事業実施期間 

令和８年５月１８日から 

令和９年２月１０日まで 

交付決定の日から 

令和９年３月９日まで 

２ 助成は、予算の範囲内で申請を受理し順次審査を行い、助成金を交付することとし、

予算額に達した時点で終了とする。 

 

（助成金の交付申請）  

第７条 助成を希望する事業者は、助成事業に着手する前に、イーストとくしまインバウ

ンド受入環境整備事業助成金交付申請書（様式第１号）に関係書類を添えて会長に提

出しなければならない。  

 

（助成金の交付決定）  

第８条 会長は、前条の規定による助成金交付申請書の提出があったときは、その内容を

審査し、適当と認めた時は、必要な条件を付して速やかに交付決定を行い、イースト

とくしまインバウンド受入環境整備事業助成金交付決定通知書（様式第２号）により

通知するものとする。  

 

（助成事業の変更承認申請）  

第９条 前条の規定により、助成金の交付決定を受けた者（以下、「助成事業者」という。）

は、助成金の交付決定を受けた事業（以下、「助成事業」という。）の内容を変更又は

中止しようとするときは、あらかじめ、イーストとくしまインバウンド受入環境整備

事業助成金変更（中止）承認申請書（様式第３号）を会長に提出し、その承認を受け

なければならない。ただし、助成金額の増減のない軽微な変更については、この限り

ではない。  

２ 会長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたとき

は、イーストとくしま受入環境整備事業助成金変更（中止）承認書（様式第４号）に

より、通知するものとする。  

 

 



（実績報告）  

第 10 条 助成事業者は、助成事業の完了後３０日以内又は令和９年３月１０日のいずれか

早い日までに、イーストとくしまインバウンド受入環境整備事業助成金実績報告書

（様式第５号）に関係書類を添えて、会長に提出しなければならない。  

 

（助成金の額の確定）  

第 11 条 会長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必

要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、助成金の額を確定し、イーストとくし

まインバウンド受入環境整備事業助成金交付確定通知書（様式第６号）により、助成

事業者に通知するものとする。  

 

（助成金の請求及び交付）  

第 12 条 前条の規定により、助成金の額の確定通知を受けた助成事業者は、イーストと

くしまインバウンド受入環境整備事業助成金請求書（様式第７号）を会長に提出しな

ければならない。  

２ 会長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。  

 

（助成金の経理）  

第 13 条 助成事業者は、当該助成事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、助

成事業の終了した年度の翌年度から起算して５年間保管しなければならない。  

 

（助成金の交付決定の取消し）  

第 14 条 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は

一部を取り消すことができる。  

(1) 助成事業者が、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。  

(2) 助成事業者が、助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。  

(3) その他会長が特別の理由があると認めたとき。  

２ 前項の規定は、助成金の額の確定があった後においても適用があるものとする。  

３ 会長は、第１項の場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付さ

れていたときは、期限を定めてその返還を求めることができる。 

  

（情報発信）  

第 15 条 助成事業者は、インバウンド受入環境を整備したことを外国人観光客に広く伝

えるため、整備内容をホームページやＳＮＳ等を通じて積極的な情報発信に努めるこ

ととする。 

 

（雑則）  

第 16 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。  



附 則  

この要綱は、令和８年５月１８日から適用する。 

 

別表（第 4 条関係） 

助成対象経費 

助成金の対象事業の実施に要する次に掲げる経費 

(1) 消耗品費 

(2) 印刷製本費 

(3) 筆耕翻訳料 

(4) 委託料 

(5) 工事費 

(6) 備品購入費  

(7) サービス利用等の初期登録費用 

(8) 前各号に掲げるもののほか、助成対象事業の実施に必要な経費であると会長が 

 認めるもの。ただし、外国人観光客に配布することを目的とした商品や宿泊の割

引等の個人給付的な経費、人件費、維持管理費、間接経費（租税公課、通信費、

手数料等）及びリース・レンタル料等の経費は対象外とする。 

 


